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男鹿市告示第４３号 

 

 男鹿市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和６年３月１８日 

 

 

               男鹿市長 菅 原 広 二    

 

 

男鹿市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する告示 

男鹿市産後ケア事業実施要綱（令和３年男鹿市告示第６２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（事業主体） （事業主体） 
第２条 （略） 第２条 （略） 
２ 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と

認める医療機関その他の関係機関（以下「実施機関」と
いう。）に事業の実施を委託するものとする。 

２ 市長は、前条の目的を効果的に達成するため、適当と
認める医療機関又は助産師（以下「医療機関等」とい
う。）に事業の実施を委託するものとする。 

（対象者） （対象者） 
第３条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後おお

むね１年未満の女子（以下「産婦」という。）及びその
子である乳児とする。 

第３条 事業の対象者は、市内に住所を有する出産後概ね

１年未満の女子（以下「産婦」という。）及びその子で
ある乳児のうち、産婦が次の各号のいずれかに該当する
ものとする。 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿ 

⑴ 家族等からの十分な家事、育児等の援助を受けられ
ない者 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ⑵ 産後に心身の不調又は育児不安等がある者 
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改正後 改正前 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ⑶ その他特別の事由があると市長が認める者 
２ （略） ２ （略） 

（利用日数） （利用日数） 
第６条 事業を利用することができる日数は、次の各号に

掲げる事業の種別の区分に応じ、当該各号に掲げる日数
とする。 

第６条 事業を利用することができる日数は、次の各号に
掲げる事業の種別の区分に応じ、当該各号に掲げる日数
とする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 
⑵ 通所型 ３日 ⑵ 通所型 ２日 
⑶ （略） ⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 
（利用の依頼） （利用の依頼） 

第８条 市長は、前条第２項の承認を受けた者の情報につ
いては、産後ケア事業利用者連絡票（様式第３号）を実
施機関へ提出する。 

第８条 市長は、前条第２項の承認を受けた者の情報につ
いては、産後ケア事業利用者連絡票（様式第３号）を医
療機関等へ提出する。 

（自己負担額） （自己負担額） 
第10条 利用者は、事業を利用したときは、市長が実施機
関と別途締結する委託契約に基づき実施機関に支払う委
託料（食事代を除く。）の10分の１に相当する額と食事
代を合算した額（100円未満切捨て。以下「自己負担額」
という。）を負担するものとする。 

第10条 利用者は、事業を利用したときは、市長が医療機
関等と別途締結する委託契約に基づき医療機関等に支払
う委託料の10分の１に相当する額（100円未満切り捨て。
以下「自己負担額」という。）を負担するものとする。 

２ （略） ２ （略） 
３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、利用者が市民税
を課税されている者である場合は、５回（泊）目までの

利用について１回（泊）当たり2,500円を上限として、自
己負担額の支払を免除するものとする。 

 

（実施報告及び請求） （実施報告及び請求） 
第11条 事業を実施した実施機関は、事業を実施した日の

属する月の翌月の 10日までに産後ケア事業実施報告書
（様式６号）及び産後ケア事業委託料請求書（様式第７

第11条 事業を実施した医療機関等は、事業を実施した日
の属する月の翌月の10日までに産後ケア事業実施報告書
（様式６号）及び産後ケア事業委託料請求書（様式第７
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改正後 改正前 

号）を市長に提出するものとする。 号）を市長に提出するものとする。 
２ 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったとき

は、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施機関
に委託料を支払うものとする。 

２ 市長は、前項の報告書及び請求書の提出があったとき
は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関
等に委託料を支払うものとする。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第７条関係） 様式第１号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第７条関係） 様式第２号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第９条関係） 様式第５号（第９条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第１１条関係） 様式第６号（第１１条関係） 
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改正後 改正前 

様式第７号（第１１条関係） 様式第７号（第１１条関係） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である 

 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


